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●包括委託は競輪開催業務をはじめ日常業務の補助なども含めた多数の業務を一括して民間事業者に
委託するもので、従来の臨時従事員の直接雇用は維持しつつ、民間ノウハウを活用して安定的な競輪事
業の確立や本市財政へ貢献するため、次の基本的な考え方に基づき実施する。
（1）競輪事業の確実な実施及び効率的な運営
①公正・安全かつ円滑な業務運営
②効率的な運営によるトータルコストの削減
（2）市民に親しまれる競輪場づくり
①ファンサービスの向上などを通じた来場者数・車券売り上げの増進
②既存施設の有効活用による収入増
③市民利用・多目的利用推進による市民に親しまれる競輪場の確立

川崎競輪開催業務等包括委託の導入について

（１）川崎競輪場は富士見公園の中央部に位置し、平成20年3月に策定した「富士見周辺地区整備基本計
画」において「公園との調和に配慮した上で、既存バンクを活用し現位置でコンパクト化するとともに、で
きる限り多目的な活用ができることをめざします。」とされている。
（２）川崎競輪場では「富士見周辺地区整備基本計画」に基づき「川崎競輪場再整備基本計画」を平成22  
年9月に策定し、再整備を行っている。
（３）本市の平成26年度の総車券売上額は全国で13番目、収益額（一般会計繰出金と基金積立金の合額）
は全国で8番目、入場者数は全国で7番目となっている。
（４）売上の推移は平成24年度以降ほぼ横ばいであるが、再整備工事により施設環境が整い特別競輪の
誘致が可能になるほか、都心にある立地条件など本市のポテンシャルを鑑みると、売り上げを向上させ
ることが可能である。

期間3

包括委託導入の背景1

委託する業務について4

平成２９年１月～平成３４年３月３１日

平成２９年４月１日～平成３４年３月３１日（委託業務実施期間）
平成２９年１月～平成２９年３月３１日（準備期間）

（１）開催業務（本場開催及び受託場外開催に直接関係する業務）
○競輪開催に係る運営統括及び車券発売・払戻等に関する業務
○映像・音楽・実況放送など、情報の場内外への提供に関する業務
☆お客様サービス・イベント等の実施に関する業務
○場内・駐車場・周辺道路の警備及び清掃に関する業務
（２）非開催業務（競輪開催のために必要な業務）
☆広報・宣伝企画に関する業務
○本場・場外開催に係る他場及び関係機関との連絡・調整等に関する業務
○非開催時払戻業務
（３）その他の日常業務（施設・設備の維持管理業務及び一般管理業務の補助など）
○施設・設備の維持管理に関する業務（緊急性を要する施設・設備の修繕に関する業務を含む）
○開催関係業務及び日常業務等の支援に関する業務
☆既存施設の有効活用に関する業務
☆市民利用・多目的利用の推進に関する業務

委託料について7

●委託料は「定率制」を採用
①川崎競輪場のポテンシャルを踏まえ、経費削減最優先の「定額制」ではなく、車券売上金額に対する
率で委託料を計算する「定率制」を採用し、受託事業者の売上向上意欲を喚起する。
②「率」は本場開催分と受託場外分の２種類とし、本場開催は「4.89%以内」、受託場外は、GⅠ，GⅡ，
GⅢ，FⅠの各グレードごとに上限を設定し、提案「率」が低い者に高評価を与える。

※上限は川崎競輪場の経費実績などを参考に設定

スケジュール8
平成２９年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

平成２８年度

募集要項・説明資料作成

議会報告●
選定審査会組成

募集

質問受付 ●回答 コンペ●

選定審査会●

契約内容の詳細協議
準備期間（業務引継）

業務開始

包括委託導入の目的・基本的な考え方2

事業者選考にあたっての提案事項・評価項目6

（1）競輪事業の確実な実施及び効率的な運営
①競輪事業全般に関する知見及び川崎競輪に関する理解度等
②開催を円滑に実施できる運営体制
③業務の効率化及び収益性の向上を目的とした提案
④市内業者への優先発注
⑤受託希望価格（委託料）
（2）市民に親しまれる競輪場づくり
①新たな来場者獲得に向けた宣伝・広告戦略
②多様な来場者に訴求するエンターテイメント性の向上策
③市民が身近に感じる競輪場づくりという視点、都市公園内の施設という立地特性を踏まえた競輪場施
設等の活用策（施設の有効活用による収入増を含む）

●公募型プロポーザル方式を採用して幅広くアイディアを募る
●公正で透明性の高い事業者選定スキーム

事業者の選定方法について5

●基本協定締結

書類確認
外部有識者意見聴取

凡例
○ 競輪事業の確実な実施・運営
☆ 市民に親しまれる競輪場づくり

議会報告●

資料 １

年度契約締結●

契約締結 → 委託事業開始

選定審査部会

事前に聴取した外部有識者からの意見を参考に、

事業者及び事業者の提案内容について審議。

○庁内関係局の課長で構成

○４局７名を予定

【部会長】 公営事業部長
企画提案中の専門分野について、

事務局を通じて意見表明

○競輪事業に関する有識者

○公認会計士等の資格を有し、企業

の財務状況を審査できる者

○都市公園全般に関する有識者

○エンターテイメントに関する有識者

外部有識者

意見

審
議
結
果
を
報
告

事
業
者

企画提案
部会の審議結果を基に、事業者及び提案

内容の適合性、妥当性について審査。

選定審査会

○庁内関係局の部長で構成

○４局４名を予定

【会長】

経済労働局長

事業者選定

事務局が、選定された事業者と随意契約に向けた協議



業務事項

①統制室関係
業務

（ア）レース進行業務
（イ）Next-VIS（次世代トータリゼータシステムを含む）運用業務
（ウ）関係機関との連絡調整業務（協力場外、ＪＫＡ等）
（エ）各投票所等との連絡調整業務
（オ）所定の帳票類作成及び配布業務
（カ）場内放送業務
（キ）統計業務
（ク）一斉同報システム運用業務
（ケ）大型映像装置放映に関する運用業務

②投票所関係
業務

（ア）勝者投票券の発売及び、払戻金、返還金の交付業務
（イ）投票端末機の資金準備、補充、回収業務
（ウ）投票窓口での苦情対応業務

③資金業務

（ア）開催期間中における、開催資金の受領、搬送、配布及び管理業務
（イ）開催期間中における、車券売上金等の管理業務
（ウ）普通入場料及び特別入場料の管理業務
（エ）賞金等支払資金の受領及び管理業務

（２）賞典業務

①入場券等販
売業務

（ア）普通入場料徴収業務
（イ）特別入場券販売業務
（ウ）入場券販売等附帯業務（時間別入場者数の集計・報告ほか）

②案内関係業
務（検札業務を
含む）

（ア）特別観覧席等検札業務
（イ）総合案内業務（景品交換を含む）
（ウ）手荷物預かり業務
（エ）初心者ガイダンス業務
（オ）キッズルーム運営業務

③飲料等サービ
ス業務

（ア）入場者用飲料サービス業務
（イ）来賓席等湯茶接待業務

④イベント等企
画・実施業務

（ア）場内イベント業務
（イ）記念品配布等サービス業務
（ウ）バンク内イベント業務
（エ）イベント等関連業務

⑤駐車場賃貸管理業務

⑥送迎バス運行等送迎業務

⑦開催事務所運営業務

⑧ファン救護室及び医務室運営業務

⑩専門紙等の手配業務

⑬テレホンサービス運用管理業務

⑭FAXサービス運用管理業務

⑮臨時電話回線設置業務（記念競輪等開催時）

⑯選手へのサービス提供業務（給食）

平成31年度川崎競輪開催業務等包括委託業務事項

１　本場開催

①選手賞金等の支払い業務
②選手賞金等に係る所得税の源泉徴収及び納付書類作成業務
③開催最終日における共済会費のJKA職員への引継業務
④賞品の支給業務（社杯副賞品等をJKAを通じて贈呈）

（１）投票関係業
務

（３）サービス関
係業務

⑨出走表（前日版を含む）、勝ち上がり表、成績表等、作成・印刷及び配布業務

⑪来場者用消耗品調達・補充業務（ﾏｰｸｶｰﾄﾞ･ｽｺｱﾍﾟﾝ･ﾌｧﾝｻｰﾋﾞｽ品・出走表等）

⑫電話交換業務

資料2
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業務事項

⑰場内放送用CSデジタル有線放送加入業務

（４）警備業務

（５）清掃業務

①施設管理業
務

（ア）競輪場施設全般の管理業務
（イ）競輪選手宿舎全般の管理業務（選手管理補助、清掃、消耗品の調達
等も含む）
（ウ）上記施設並びに、発注者から貸与を受けた備品、受注者が持ち込ん
だ機器及び物品の管理業務。

②機器保守管
理又は点検等
業務

（ア）建物等総合管理業務
（イ）バンクレベルシーリング年間維持管理業務
（ウ）バンク照明器具清掃及び保守点検業務
（エ）電話設備保守点検業務
（オ）トータリゼータシステム装置ほか保守管理業務（指定席券システム保
守点検も含む）
（カ）空調設備保守管理業務
（キ）大型映像装置保守点検業務
（ク）電気設備中央監視装置保守点検業務
（ケ）受変電設備保守管理業務
（コ）非常用発電設備保守点検業務
（サ）非常放送設備ほか保守点検業務
（シ）センターカメラタワー避雷針管理業務及び審判用ブレスト通話装置点
検業務
（ス）ナイター競輪開催用発電機賃貸借及び保守業務
（セ）芝生ほか整備業務
（ソ）蛍光灯等賃貸借業務
（タ）競輪選手宿舎の設備等管理業務
（チ）発電機用Ａ重油の調達・管理

③映像等放映
業務

（ア）テレビ放送・番組制作等業務（監視カメラを含む）
（イ）競技映像等集配信関連業務
（ウ）SPEEDチャンネル中継放送委託業務
（エ）情報配信等運営管理業務

④装飾企画・設置等業務

①広報関係業
務

（ア）広報関係企画業務
（イ）印刷物等作成・配送業務
（ウ）広告又は記事広告の作成及び掲載依頼業務
（エ）番組等作成業務
（オ）案内看板・登旗・横断幕等作成、掲示業務
（カ）記者等対応業務（各種の取材・ロケ等の対応業務を含む）

（８）依頼場外設
置関係業務

（９）その他総務
業務

①設置依頼書の作成、照会、回答文書及び協定書案等作成業務
②依頼場外業務に関する開催経費前渡金精算補助業務
③本場開催に係る依頼場外発売所従事員の雇用に関する事務代行又は補助
④売場賭式登録業務

①本場開催に係る書類作成業務（開催要綱・概要、事務処理要領等）
②代表懇談会、本場開催に関する打合会議等に係る準備及び実施業務
③本場開催に係る売上等の報告業務

（６）場内設備等
保守管理運営業
務

（７）広報宣伝業
務

１　本場開催
業務及び関連
業務

①スタンド他清掃業務
②屋外清掃業務
③関係者用施設清掃業務
④グレーチング等清掃業務
⑤廃棄物の収集運搬等業務

②ホームページ管理業務

①場内警備業務（入場禁止者等の監視、来賓の案内及び拾得物の処理等を含む）
②周辺及び賃貸駐車場警備業務
③送迎バス等交通整理業務
④守衛業務

⑯選手へのサービス提供業務（ベッドパット、ガールズ用工具等運搬、防寒着のクリーニン
グ）
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業務事項

（１）事前準備及
び事後業務

（２）受託場外の
開催業務

３　非開催日
払戻業務等

４　競輪事務
及び事務補助
業務

５　市民に親し
まれる競輪場
づくりに関する
事務及び事務
補助

６　その他

（１）競輪場施設等の貸出、開放等に係る企画・実施、受付事務
（２）市民向けイベント等の企画・運営に係る業務
（３）周辺施設との連携や市民イベントへの協力等に係る業務
（４）上記（１）～（３）に係る関係団体との調整等の業務

（１）次期一般公募契約準備事務に必要な業務仕様書及び業務仕様書毎の経費実績に関する基礎的資料作
成
（２）危機管理マニュアルの管理

（１）本場開催及び受託場外開催の翌日以後、時効完成前までにおける、川崎競輪場での払戻金及び返還金
の交付業務

（１）来賓等接待補助業務
（２）お客様からの問い合わせ対応補助業務
（３）予想業者登録及び無料入場者証発行等の事務補助業務
（４）運営業務に必要な消耗品、印刷物等の調達・管理業務
（５）発注者から使用を許可された備品及び施設の管理業務
（６）委託期間中における事業計画書及び業務報告書作成業務
（７）関係機関との連絡調整補助業務
（８）自転車競技法施行規則第6条及び第34条に規定する届出・報告等に必要な各種報告書等作成補助業務
（９）開催日程案・開催日程表作成補助業務
（１０）売上等統計及び分析業務
（１１）開催および事業全体に係る経営判断で必要とされる資料作成及び分析業務
（１２）発注者が主催する会議、協議会等への出席及び関係資料作成補助業務
（１３）発注者が構成員となる会議への同席又は代理出席及び関係資料作成補助業務
（１４）発注者が構成員となる団体の事務補助業務
（１５）開催資金計画等の作成補助業務

①発注者が受託場外開催を行うにあたり、受注者は当該開催を主催する発注者以外の競
輪施行者と協議を行い、当該開催業務を受託する。
②受注者は、前項の業務の範囲に応じて、別途、当該開催を主催する発注者以外の競輪
施行者と協定を締結するものとする。
③前項に定める協定に基づく代金は、本契約の委託料とは別に、開催毎に当該受託場外開
催を主催する発注者以外の競輪施行者から直接支払われるものとする。
④受託場外開催終了後に必要な精算・請求等の業務を行うものとする。

①開催本場施行者と発注者との基本協定及び開催本場施行者と受注者との業務委託契約
の内容に基づき受託場外を開催運営する。

２  受託場外
開催業務
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運営業務に関わる民間ノウハウの活用

 川崎競輪場での包括委託受託業者は、公営競技における投票所運営及び投票機器の保守運

営等を実施している会社であり、その関連会社である富士通㈱は川崎市に工場や研究機関の

拠点を置き、プロサッカーチームのフロンターレの株主でもあり、更に他のスポーツチーム

の運営等もしております。

競輪開催運営において、地方自治体が直接個々の契約をして運営推進するよりも、民間包

括受託者が有している多様なネットワークや事業ノウハウを活用し、競輪開催運営における

警備、清掃、ファンサービスを始め集客イベントや、広報宣伝において情報発信及び収集

力、柔軟な対応と迅速性、コストの効率化、効果的なイベントの実施等でその効果が発揮さ

れている。

■情報発信及び収集力の効果

 ツイッターやフェイスブック、ユーチューブ、ニコ生動画の配信などＳＮＳ等を活用した

取組により、イベント情報や競輪関連情報を発信し、そのアクセス数、書き込みなどの反応

を分析し、イベント実施や競輪場への来場促進にきめ細かい対応ができる。最近では、楽天

のシニア層を対象とした健康関連アプリを活用し、月額2,000円で川崎競輪場をチェックポ
イントとして、健康志向の方がポイント獲得のため川崎競輪場に来場する仕掛けや、そのア

プリ中でのイベントの告知を活用するなどの発想は民間ならではの取組の一つである。

■柔軟な対応と迅速性

 包括受託者と民間事業者との契約は、民間どうしの契約であることから、基本的な仕様以

外の事態や変化に対しても、柔軟な対応も含めたフレキシブルな契約内容を締結することが

できる他、事業者の廃業や撤退による年度途中での契約業者の変更や選定も迅速に対応する

ことができる。

■コストの効率化

 警備や清掃などの業務を単独で発注することなく、それぞれの業務の関連性を考え統合し

た形で発注を実施し、競輪場の人員配置状況を把握して業務内容を変更する等効率化を図っ

ている。

広告宣伝においてもその効果について、来場者居住データなどを分析し、地元の情報誌の

活用や、交通広告を鉄道沿線からバス広告への切り替対応を実施しコスト削減を図った、ま

た、ファミリー層のイベント実施の集客において、地元区内を中心とした幼稚園や保育園園

児の家庭への連絡帳に抽選券付のチラシ等の配布システムを確立する等民間ならではのきめ

細かい取組を推進している。

■効果的なイベントの実施（集客）

 地域や市民に開かれた競輪場作りの一環として、ストリートミュージシャンを招いての競

輪場でのミニステージライブの実施や、日曜カラオケ大会等を行い、既存の競輪客以外の集

客を図り、競輪場に親しみを持ってもらうように心がけている。また、隣接する富士通スタ

ジアムと連携してスポーツイベント等を実施している。

 更に、ネットユーザーや若年層をターゲットに競輪の解説を動画配信する会社（マシェバ

ラ的競輪生活）と連携し場内イベントを実施するなども民間事業者ならではの、ネットワー

クと交渉で効果的に実施することが出来ている。
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競輪事業特別会計決算額の推移 

単位 円 

Ａ 競輪事業収入 15,860,727,767 21,332,778,786 16,487,874,619 17,930,864,989

ａ
　うち
　車券売上金

15,277,094,000 20,883,291,700 15,938,760,400 17,271,269,500

ｂ
　うち
　受託場外関連収入

201,479,107 120,842,538 182,688,533 216,275,088

Ｂ 基金繰入金 1,895,727,460 865,756,778 301,571,900 454,831,560

Ｂ’ 一般会計繰入金（国庫補助金） 118,876,106 0 0 0

Ｃ 前年度繰越金 122,984,981 131,350,549 123,047,333 120,905,539

Ｄ 歳入計 17,998,316,314 22,329,886,113 16,912,493,852 18,506,602,088

Ｅ 競輪事務費 226,159,885 245,263,157 199,856,436 195,106,794

Ｆ 競輪開催費（除く基金積立金） 15,336,474,288 20,478,724,959 15,862,887,521 17,131,700,549

a
うち包括業務対象経費
・包括委託料

714,369,728 778,098,963 635,191,468 688,294,621

Ｇ 競輪場整備費 2,040,385,532 982,748,436 364,966,698 501,905,571

Ｈ 一般会計繰出金 130,000,000 170,000,000 250,000,000 280,000,000

ａ 充当財源(競輪） 100,000,000 100,000,000 130,000,000 130,000,000

ｂ 充当財源(競馬） 30,000,000 70,000,000 120,000,000 150,000,000

Ｉ 公営競技納付金 0 0 0 0

Ｊ 競輪事業運営基金積立金 14,753,921 8,405,227 4,985,609 64,288,467

Ｋ 競輪施設等整備事業基金積立金 119,192,139 321,697,001 108,892,049 306,212,968

Ｌ 予備費 0 0 0 0

Ｍ 歳出計 17,866,965,765 22,206,838,780 16,791,588,313 18,479,214,349

Ｎ
単年度収益
（A+B+B’-Ｅ-Ｆ-G-Ｉ）

272,311,628 491,799,012 361,735,864 556,983,635

Ｏ 次年度繰越金 （Ｄ-Ｍ） 131,350,549 123,047,333 120,905,539 27,387,739

a 受託場外車券売上 6,693,485,900 6,202,346,100 5,991,299,800 5,644,570,400

ｂ 受託場外関連収入 201,479,107 120,842,538 182,688,533 216,275,088

c  b/a 3.01% 1.95% 3.05% 3.83%

平成27年度 平成28年度

【受託場外関連】

平成30年度平成29年度
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川崎競輪場売上高の推移

川崎競輪車券売上（Ｈ２7～30）

本場売上 ネット売上 場外売上 全体

H27 49 158,683 3,238 ― 15,277,094,000 ― 7.2% 36.1% 56.7% 100%

H28 49 147,569 3,012 93.0% 20,883,291,700 136.7% 5.8% 37.2% 57.1% 100%

H29 47 127,909 2,721 90.4% 15,938,760,400 76.3% 5.5% 44.8% 49.7% 100%

H30 53 115,326 2,176 80.0% 17,271,269,500 108.4% 4.4% 49.8% 45.8% 100%

年度 開催日数本場入場者数
本場入場者数
（１日あたり）

対前年度
車券売上金割合

対前年度
車券売上金
売上総額
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Ⅰ 概要 

 

１ 募集の趣旨 

小田原競輪は、昭和２４年に開設されて以来、平成３年度４８億円をピークに、約８８２億円の財

源を一般会計に繰り出してきましたが、趣味やレジャーの多様化、ファン層の高齢化などの影響によ

り、車券売上高、入場者数とも減少し、次第に競輪を取り巻く環境が厳しくなってきました。 

小田原市では、競輪事業の将来のあり方等について、調査研究を行い、その方向性を示すことを目

的に、平成１９年８月に小田原市競輪事業検討委員会を設置し、平成２０年２月に報告書が提出され

ました。 

その中で、小田原競輪の将来のあり方について、「小田原競輪は、基本的には存続させるが、赤

字、もしくは赤字が予測される状況となった場合には廃止を検討する。」と結論付けられたことか

ら、この結論を尊重して事業を継続してきましたが、平成２４年度、平成２７年度及び平成２９年度

は一般会計への繰出しを継続したものの、実質的な単年度収支は赤字となる、大変厳しい状況となり

ました。 

そこで今後も、単年度収支の赤字が予測されるとともに、施設全体の老朽化が進んでいる状況等を

踏まえ、平成３０年１１月に、庁内の関係課で構成する「小田原競輪の今後に向けた検討会議」を設

置して、「小田原競輪の今後の方向性」について、廃止ありきでは無く存続も含め様々な角度から検

討を進めることとしました。 

その結論は、「実施することにより効果が見込まれる民間包括委託や他場借上げによるミッドナイ

ト競輪、ガールズケイリンについて検討を進めるとともに、施設に関して耐震診断等の調査を早急に

実施して現状把握を行い、経営改善策を実施した場合の効果額と施設改修に必要となる費用を試算し

た上で、小田原競輪の今後の方向性を判断すべきである。」というものでした。 

この結果を踏まえ、包括委託の受託者を公募し、民間事業者の視点から創意工夫した新たな競輪事

業運営による経営改善を目指し、提案を求めるものです。 

 

２ 事業名 

小田原競輪開催業務等包括委託業務 

 

３ 実施場所 

小田原競輪場（神奈川県小田原市城山４－１０－１） 

 

４ 包括委託業務にあたっての基本的な考え方 

通常、包括委託業務では一定の期間をもって、新規顧客獲得の取り組み、市民に親しまれる競輪場

づくり、安定した運営を行うための施策等の提案を受けるものですが、小田原競輪場としては、今後

の方向性の判断材料とする必要性があることから、令和２年からの２年度の期間で、売上増収策に優

先して、確実に実現できる経費削減策について重点をおいて、提案を求めるものです。 
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５ 委託期間 

 令和２年１月～令和４年３月３１日 

令和２年１月～３月３１日（準備・研修期間） 

令和２年４月１日～令和４年３月３１日（委託業務実施期間） 

※債務負担行為に基づく複数年契約とします。 

ただし、本委託業務は、令和２年３月 31 日までに小田原市議会により関係予算が成立しない

場合は実施しません。 

 

６ 募集スケジュール（予定） 

項 目 日 程 

募集要項の公表 令和元年１０月８日（火）～ 

現地見学会参加申込の受付 令和元年１０月８日（火）～１０月１５日（火） 

現地見学会 令和元年１０月２１日（月） 

質問書の受付 令和元年１０月２１日（月）～１１月１日（金） 

質問書に対する回答 令和元年１１月８日（金） 

企画提案参加申込書の受付  令和元年１１月８日（金）～１１月１５日（金） 

企画提案書の受付 令和元年１１月１８日（月）～１２月６日（金） 

プレゼンテーション及びヒアリング審査 令和元年１２月２０日（金） 

受託候補者の決定 令和元年１２月２０日（金） 

結果通知 令和元年１２月下旬 

提案内容に対する受託候補者との協議・調整 令和２年１月 

業務委託契約書の締結  令和２年１月 

 

 

Ⅱ 包括委託業務について 

 

１ 業務概要 

（１）本場開催及び場外発売の総合運営（開催業務） 

小田原市自転車競走実施規則第６条で定める開催執務委員のうち、総務委員及び投票委員として

それぞれの業務を担任するほか、次の業務を行う。 

①開催に係る各種業務の運営統括及び総務に関する業務 

②車券の発売・払戻、トータリゼータシステム等の運用に関する業務（一部、発売窓口業務を除

く） 

③映像・音楽・実況放送など、情報の場内外への提供に係る業務 

④お客様サービス、イベント等の実施に関する業務 
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⑤場内・駐車場・周辺道路の警備（一部、場内警備を除く）及び清掃に関する業務 

⑥賞典に関する業務（選手賞金の資金調達を除く） 

⑦問い合わせ・トラブル・苦情等への対応に関する業務 

⑧選手宿舎（サンサンヒルズ小田原）の管理・運営に関する業務 

⑨開催期間中の施設・設備の管理に関する業務 

⑩その他開催に伴い必要な業務 

（２）競輪事業実施のために必要な業務（非開催業務） 

①広告・宣伝企画に関する業務（イベント企画、広告掲載、ホームページ運用等） 

②本場・場外開催に係る他場及び関係機関との連絡・調整等に関する業務（協定の締結等） 

③その他競輪事業実施のために必要な業務 

（３）その他日常業務（競輪場施設・設備等の維持管理及び一般管理業務の補助など） 

①施設・設備等の維持管理に関する業務（各種設備の保守点検等、日常警備・清掃等を含む） 

②選手宿舎（サンサンヒルズ小田原）の管理・運営に関する業務（一般供用業務を含む） 

③小田原市が行う開催業務及び日常業務等の支援に関する業務 

④その他法律で規定された施行者が行うべき固有業務及び法律で委託先が指定されている業務を

除く小田原市が指定した業務 

 

２ 業務に関する基本事項と前提条件 

（１）本場開催日数 

年間標準節数１５節４６日を基本としますが、令和元年度より他場を借り上げてミッドナイト競

輪を開催する予定となっておりますので、令和元年度の開催日数を見積条件とします。また、ＦⅠ

のうち１節をジャパンカップとし、本市が開催するのは令和３年度を予定しています。なお、特別

競輪は実施しない予定です。 

●平成３０年度内訳  

小田原競輪場（記念競輪１節４日、ＦⅠ６節１８日、ＦⅡ８節２４日、合計１５節４６日） 

●令和元年度内訳＜予定＞ 

小田原競輪場（記念競輪１節４日、ＦⅠ６節１８日、ＦⅡ７節２１日、合計１４節４３日） 

川崎競輪場 （ミッドナイトＦⅡ２節６日） 

  ※他場で開催するミッドナイト競輪については、「１ 業務概要 （１）本場開催及び場外発売

の総合運営（開催業務）」の対象外とします。 

（２）場外開催日数 

  平塚競輪場との日程調整があるため、増加可能な開催日数には制限があります。 

  原則的に、ナイターを除く特別競輪は、平塚競輪場と両場で発売します。ナイターを除くＧⅢ開

催は約半数を小田原競輪場で発売します。令和２年度の想定開催日数を見積条件としますが、本場

併売の場外開催も場外日数としてカウントして、開催グレード毎の委託料率で提案してください。 
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場外発売日数（本場併売日を除く） 

●平成３０年度     １１７日（全て専用発売） 

            ※本場併売日２６日 

            ※競輪祭ナイターは最終日・早朝発売所で前売りのみ発売 

●令和元年度＜予定＞  １２６日（専用発売８７日<上期 54・下期 33>、場外２場併売３９日) 

            ●延べ日数１６５日 

            ※本場併売日３１日 

            ※下期から場外２場併売開始 

            ※競輪祭ナイター後半３日間（前売りのみ）及び同期日の平塚ＦⅠ、 

             並びに全日本選抜競輪１～３日目は早朝発売所のみで発売予定 

●令和２年度＜想定＞  １４２日（専用発売７０日、場外２場併売７２日) 

            ●延べ日数２１４日 

            ※本場併売日３０日 

            ※早朝発売所のみの発売は想定されるが考慮しない 

            ※原則的に競輪祭以外のナイター場外は実施しない 

（３）臨時従業員の取扱い 

小田原競輪場では開催業務に係る、医師、看護師のほか投票所等の業務及び警備業務の一部に臨

時従業員を雇用していますが、包括委託を導入した後もこれらの雇用は小田原市が継続して行いま

す。ただし、発売窓口の業務に係る臨時従業員については、定年退職等で退職者が出ても新規の雇

用は予定していないので、発売窓口業務等に支障を来さないよう、受託者が必要な人員を確保する

とともに、適切な人員の配置をしてください。 

（４）開催準備資金等の手配 

 本場・場外ともに開催業務に必要な準備資金等については、事前に受託者が用意してください。

ただし、選手賞金等については事前に小田原市が準備し、受託者に引き渡すものとします。 

（５）発払機について 

小田原競輪場では各投票所の投票機器（富士通フロンテック製、自動発払機２８台〔Ｋ６・１８

台、Ｋ７・１０台〕、有人発払機６５台〔Ｌ１〕、平日払戻用自動払戻機〔Ｋ７〕及び有人払戻機

〔Ｌ１〕各１台）をリース契約及びリースアップにより所有しています。なお、早朝発売所の自動

発払機６台（Ｋ８）については、現行投票システム保守会社の持込みにより運用していますので、

当該機器を使用する場合は、提案の委託料に含むものとします。 

今回の提案の中で、発払機のリニューアルを含めて提案しても構いませんが、導入費用及び保守

運用費用は提案の委託料に含むものとします。 

  



5 

 

（６）売店・食堂等の取扱いについて 

 ①場内売店 

   小田原市の普通財産として個別店舗（現在１３店舗）と単年度で賃貸借契約を締結してお

り、包括委託を導入した後も、これらの契約は小田原市で継続して行います。ただし、イベン

ト・ファンサービス等に利用する場合は、別途売店と直接協議してください。 

 ②選手食堂 

   本場開催中の選手食堂の管理運営は受託者の業務とします。 

 ③選手会売店（喫茶・部品売店） 

   選手会売店は（一社）日本競輪選手会神奈川支部の所管であり、委託範囲には含めません。

ただし、小田原市との協議や調整が必要な場合は、開催運営業務の一環として対応することと

します。 

 ④自動販売機 

   現在設置してあるものについては、①と同様、既存契約を活かすため、委託範囲には含めま

せん。ただし、場内サービスとして新たに導入を提案する場合には、受託者の業務とします。 

 ⑤専門紙売店 

   売店そのものは委託範囲には含めません。ただし、専門紙を開催に必要な消耗品として取り

扱う場合で売店とやり取りする場合は、受託者の業務とします。 

（７）施設・設備の修繕 

施設・設備の修繕については、軽微なもので急を要するものについては受託者が負担しても構い

ませんが、通常は小田原市が負担するものとします。 

（８）システムの導入・改修 

提案に係るシステムの導入・改修については、年額１，５００万円を上限として受託者の負担と

し、これを超える場合は、小田原市と受託者が協議することとします。また、年間の更新・改修費

が１，５００万円に満たない場合は、未使用額を翌年度に繰り越し、令和３年度終了時に精算する

ものとします。 

（９）施設・備品等の使用について 

受託者は、小田原市が所有する投票機器、音声映像機器、その他業務に必要な施設・備品等を無

償で使用することができます。なお、場内モニターは（一部を除き）小田原市の所有物ですが、レ

ース中継に係る映像運用保守業務機器及び防犯カメラは現行テレビ業者の持込みにより運用してい

ますので、当該機器を使用する場合は、提案の委託料に含むものとします。その他特記していない

業務についても、機器持込みによる運用は現行仕様書等で確認してください。 

今回の提案の中で、映像関係機器を含む機器類のリニューアルを含めて提案しても構いません

が、導入費用及び保守運用費用は提案の委託料に含むものとします。 

（１０）業務の削減・見直し等について 

基本的に現行の業務水準を維持することを条件としますが、費用対効果を検証した結果の見直し

や、効率化による見直し、経費の削減等については内容を記載し、提案してください。 
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（１１）委託料の見積り 

本場開催に係る委託料は、売上げ（本場、場外、電話投票、ネット投票の総額）に対する委託料

率にて提案してください。ただし、重勝式（Dokanto!、チャリ・LOTO）及び借上げミッドナイト競

輪の売上げは除外するものとします。 

委託料率は４.５％以内（税込み）で提案してください。 

場外開催にかかる委託料については、基本的に開催グレード別の委託料率の提案とします。な

お、契約期間中に「場間場外発売に関する申し合わせ事項」（様式６号の場外発売経費率の上限）

が変更されても、原則として、提案された場外委託料率の見直しは行わないものとします。 

また、システム関係の利用料等に変更があった場合は、小田原市と受託者とで協議するものとし

ます。 

（１２）委託料の支払時期 

委託料の支払時期については、小田原市と受託者が協議の上、決定します。 

（１３）事務局等運営組織の設置 

業務を円滑・確実に実施するために、小田原競輪場内に事務局等の運営組織を設置してくださ

い。また、十分な職務経験を積んだ者を専任職員として配置してください。 

（１４）地元企業の活用  

可能な限り地元企業の活用に努めてください。 

（１５）その他 

契約期間中に本募集要項の前提条件に含まれない事項が生じた場合は、小田原市と受託者と協議

の上、別途契約するものとします。 

 

３ 委託業務の詳細 

現地見学会の際に、既存業務基礎資料（仕様書・支払いデータ等）を提供します。 

 

 

Ⅲ 募集の手続き 

 

１ 応募資格 

本業務の受託にあたって、ふさわしい社会的信用、資金力及び経営能力を備えた法人であり、以下 

の条件を満たすことを要します。 

（１）小田原市契約規則（昭和３９年規則第２２号）第５条の規定に該当する者であること。 

（２）自転車競技法施行規則（平成１４年９月１３日経済産業省令第９７号）第３条第２項に該当し

ない者であること。 

（３）参加申込書の提出期限から候補者の選定の日まで、小田原市工事等入札参加資格者の指名停止

措置要領に基づく指名停止処分を受けていないこと。 

（４）業種区分の一般委託において、小田原市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 
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（５）国内のいずれかの競輪場において包括委託の実績があること。 

（６）警備業法（昭和４７年７月５日法律第１１７号）第４条の規定に基づく警備業の認定を受けて

いるものであること 

（７）提出された書類の記載事項に虚偽がないこと 

（８）小田原競輪開催業務等包括委託事業者選定委員会の委員が経営又は運営に関与していない者で

あること 

 

２ 募集要項等の配布 

次のとおり、募集要項等を配布します。 

（１）配布資料 募集要項、様式集 

（２）配布方法 小田原市ホームページからダウンロードしてください。 

 

３ 現地見学会参加申込書の受付 

次のとおり、現地見学会参加申込書を提出してください。 

（１）提出書類 現地見学会参加申込書（様式１号）  

        情報の取扱いに関する誓約書（様式２号） 

（２）受付期間 令和元年１０月７日（月）～１０月１５日（火）※土日祝を除く 

（３）受付時間 午前９時～午後５時（持参の場合） 

（４）提出方法 事前に電話連絡の上、事業課あてに持参または郵送により提出してください。な

お、郵送の場合は受付期間最終日までに必着とします。発送後であっても、未着の

場合の責任は応募者に帰属するものとし、受付期間内に提出がなかったものとしま

す。 

 

４ 現地見学会 

企画提案参加予定者は必ず現地見学会に参加してください。不参加の場合は企画提案に参加できな

いこととします。参加の際に、既存業務基礎資料（仕様書・支払いデータ等）をお渡しします。 

（１）日 時 令和元年１０月２１日（月） 時間は参加者ごとに指定します。 

（２）場 所 神奈川県小田原市城山４－１０－１ 小田原競輪場本部棟３階 来賓室 

（３）留意事項 参加人数は、１法人につき３名までとします。 

 

５ 質問書の受付 

企画提案にあたって質問がある場合は、次のとおり質問書を提出してください。 

（１）提出書類 質問書（様式３号） 

（２）受付期間 令和元年１０月２１日（月）～１１月１日（金） 

（３）提出方法 事業課あてＦＡＸまたは電子メールにより提出してください。 

        ※提出した旨を別途電話連絡願います。 
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６ 質問書に対する回答 

回答は、令和元年１１月８日（金）にＦＡＸまたは電子メールにより、全ての現地見学会参加者に

質問内容と併せて回答し、口頭による個別対応は行わないものとします。 

 

７ 企画提案参加申込書の受付 

企画提案に参加される場合は、次のとおり企画提案参加申込書を提出してください。なお、提出書

類に不備がある場合は受理できません。また、受理後に不備等により再提出が必要と判明した場合

は、小田原市が別途指定する期日までに再提出してください。期日までに再提出されない場合は不受

理とします。 

（１）提出書類  

①企画提案参加申込書（様式４号） 

②法人の沿革、組織（パンフレット可） 

③警備業法第４条の規定に基づく警備業の認定を各都道府県公安委員会から受けていることを証

する書類 

④他競輪場における包括委託の実績を証する書類 

（２）受付期間 令和元年１１月８日（金）～１１月１５日（金）※土日を除く 

（３）受付時間 午前９時～午後５時（持参の場合） 

（４）提出方法 事前に電話連絡の上、事業課あてに持参または郵送により提出してください。な

お、郵送の場合は受付期間最終日までに必着とします。発送後であっても、未着の

場合の責任は応募者に帰属するものとし、受付期間内に提出がなかったものとしま

す。 

 

８ 企画提案書の受付 

次のとおり、企画提案書を提出してください。 

なお、提出書類に不備がある場合は受理できません。また、受理後に不備等により再提出が必要と

判明した場合は、小田原市が別途指定する期日までに再提出してください。期日までに再提出されな

い場合は不受理とします。企画提案書の提出がない場合は、辞退したものとみなします。 
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（１）提出書類  

書類 備考 

①企画提案提出書 

（様式５） 
  

②企画提案書 

（任意様式） 

Ａ４版片面印刷（Ａ３版折込可）とします。文字サイズは１０ポイント以上としま

す（図表等を除く）。字体は自由とします。各ページにページ番号を記入して下さ

い。 

※「Ⅳ 審査方法等 ２ 審査基準」に対応する次の各項目を含めて作成してくだ

さい。 

1.総合的な考え方について 

競輪業界及び小田原競輪場の現状をどのように捉

え、民間委託によって小田原競輪場の「何を・ど

う」変化させることが可能と考えるかを記載して

ください。 

2.運営組織・執行体制につい

て 

受託後に予定している運営組織、人員の配置（発

売、警備、清掃）、執行体制等を簡潔に記載して

ください。 

3.危機管理体制とコンプライ

アンスについて 

コンプライアンス、不測の事態への対応など、危

機管理体制について提案してください。 

4.業務効率化のための方策に

ついて 

業務効率化に対する全般的な考え方、小田原競輪

場における具体的な経費削減策など、費用対効果

も踏まえた上での提案を記載してください。具体

的に確実に削減できる費用があれば、（可能であ

れば金額を含め）明記してください。 

5.競輪場における受託実績に

ついて 

競輪場における受託実績とその成果ついての概況

を記載してください。他の公営競技や専用場外施

設での受託実績があり成果を上げている場合、同

様に記載してください（一例で構いません）。 

6.実施計画について 
周辺地域対策、地域経済への配慮、集客・売上向

上策等のための取り組みを記載してください。 

③見積書及び 

売上見込額

（様式６・７） 

  

（２）提出部数 各１０部 

（３）受付期間 令和元年１１月１８日（月）～１２月６日（金）※土日を除く 

（４）受付時間 午前９時～午後５時（持参の場合） 

（５）提出方法 事前に電話連絡の上、事業課あてに持参または郵送により提出してください。な

お、郵送の場合は受付期間最終日までに必着とします。発送後であっても、未着の

場合の責任は応募者に帰属するものとし、受付期間内に提出がなかったものとしま

す。 
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９ 留意事項 

（１）募集要項等の承諾 

提案者は、企画提案参加申込書の提出をもって、募集要項等の記載内容を確認し承諾したものと 

みなします。 

（２）複数提案の禁止 

提案者は、複数の提案を行うことはできません。 

（３）費用の負担 

現地見学会、企画提案書の作成、プレゼンテーション等、本プロポーザル参加に要する費用は、

提案者の負担とします。 

（４）提出書類の取扱い及び著作権 

提案者から募集要項等に基づき提出される書類の著作権は、原則として書類の作成者に帰属する

ものとしますが、原則として提出書類の返却はしません。ただし、小田原市が受託候補者の公表等

に必要な場合は、提案書の内容を無償で使用できるものとし、受託候補者が受託者となった時点で

提出した書類の著作権は小田原市に帰属するものとします。 

（５）特許権 

  提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国および日本国以外の国の法

令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、情報資産（プログラムを

含む各種ソフトウェア等）、電子機器類等を使用した結果生じた責任は、提案者が負うものとす

る。 

（６）提出書類の変更 

小田原市の指示に基づく場合を除き、受理後の提出書類の内容変更は原則認めません。 

（７）資料の取扱い 

小田原市が提示する書類は、応募にかかる検討以外の目的で使用することを禁止します。また、 

この検討の範囲内であっても、小田原市の承諾を得ることなく、第三者に対してこれを使用させ、 

又は内容を提示することを禁止します。 

 

Ⅳ 審査方法等 

 

１ 審査方法 

「小田原競輪開催業務等包括委託事業者選定委員会」の審査により、受託候補者を決定します。 

審査基準に基づき、書類審査及びプレゼンテーション並びにヒアリング審査を実施します。 

 

２ 審査基準 

以下のような項目と配点で、提案内容を審査します。 

（１）総合的な考え方（全体の評価）＜計１５点＞ 

・競輪事業の現状（全国及び小田原競輪）に関する理解・分析、課題抽出が的確かどうか。 
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・受託への意欲、熱意が感じられるか。 

・現行業務内容等を的確に捉え、明確かつ具体的に提案されているか。 

・実施方法等が具体的で、実現性があるか。 

（２） 運営組織・執行体制＜計１６点＞ 

・業務運営に必要な事務局等運営組織の体制が確保されているか。（経験者の配置等） 

・各業務に十分な技能や経験をもった人員が配置されているか。 

（３）危機管理体制とコンプライアンス＜計１０点＞ 

・管理運営上発生するシステム障害等のリスクや不測の事態に備えた取り組みを行っているか。 

・お客様の安全管理体制や災害時等緊急時の対策が十分であるか。 

・機密保持の対策や関連法令の遵守が適正に行われるか。 

（４）業務効率化のための方策＜計２０点＞ 

・独自性のある提案や斬新な提案となっているか。 

・効果的で実現可能性がある提案となっているか。 

・確実な経費削減が見込めるか。 

（５）競輪場における受託実績＜計５点＞ 

・競輪場での包括業務の受託実績があり、成果があがっているか。 

・他の公営競技や専用場外施設での受託実績があり、成果があがっているか。 

（６）実施計画＜計１４点＞ 

・ごみ、騒音、交通安全、違法駐車など、周辺地域への配慮が示されているか。 

・業務の再委託など地域経済への配慮が示されているか。 

・有効な集客・売上向上策が示されているか。 

（７）委託料＜計２０点＞ 

・委託料の経済的優位性があるか。 

・見積根拠が適切であるか。 

 

３ プレゼンテーション及びヒアリング審査 

（１）日 時 令和元年１２月（日時の詳細は、別途通知します。）  

（２）場 所 神奈川県小田原市城山４－１０－１ 小田原競輪場本部棟３階 来賓室 

（３）実施時間 ７０分程度（プレゼンテーション４０分程度、ヒアリング審査３０分程度） 

（４）その他 ①出席人数は、１企画提案者につき５名までとします。 

②準備、撤収は、審査前後の各１０分間にて行ってください。 

③プレゼンテーションに必要な機器は、企画提案者において用意してください。 

   ④プレゼンテーション及びヒアリング審査の順番は小田原市が指定します。 

       ⑤プレゼンテーション及びヒアリング審査は１者でも実施します。 
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４ 審査及び結果通知    

（１）受託候補者は、審査による合計得点が最も高い者とします。ただし、一定の基準に満たない場

合は受託候補者にしないものとします。 

（２）契約締結にあたっては、提案内容をもってただちに契約内容とするものではなく、受託候補者

と提案内容に沿った協議を行った上で、双方が合意に至った際、契約を締結するものとします。 

（３）受託候補者との契約の締結が不可能となった場合は、次点者を受託候補者とします。 

（４）審査結果は、企画提案者すべてに文書で通知します。原則として電話等による問い合せには応

じないものとします。 

（５）審査結果に対する異議を申し立てることはできないものとします。 

 

Ⅴ その他留意事項 

（１）契約締結から委託期間開始前までの間（以下「準備・研修期間」という。）、継続的な競輪事

業の運営に支障が生じないように細心の注意を払った上で事前準備・事務引継ぎを行ってくださ

い。なお、準備・研修期間に要する受託者の経費については、すべて受託者が負担することとし

ます。 

（２）委託業務の一部について再委託を行おうとする場合は、小田原市の承認を受けてください。再

委託先に対する指揮・監督責任は受託者が負うものとします。なお、委託業務の一部について再

委託を行う場合、市内業者の受注機会の増大に努めてください。 

（３）令和元年度分の時効までの払戻業務については、小田原市及び現行投票システム保守会社と協

議の上、引継ぎを行い、責任を持って業務を実施してください。 

（４）その他、予定外の事項が生じた場合には、その都度、小田原市と受託者が協議するものとしま

す。 

 

 

 

募集に関するお問い合わせ、各種受付先 

〒２５０－００４５ 

神奈川県小田原市城山４－１０－１ 

小田原市公営事業部 事業課 

担当：山田、飯山 

電話：０４６５－２３－１１０１（直通） 

F A X：０４６５－２３－６４９９ 

メールアドレス：jigyo@city.odawara.kanagawa.jp 


